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こんにちは。 
財産承継コンサルタント／行政書士の鉾立です。 

早いもので、今年も半年が経ちました。 

上半期、ここまでの「個人の財産承継分野」のサポート案件は、 
・相続・遺産整理業務 5 件 
・親族間売買・贈与  5 件 
・遺言作成      4 件 
・家族信託      1 件 
でした。 

下半期もあっという間に時が過ぎそうですが、改めて気を引き締めて、

サポート業務に取り組みたいと思います。 

『夫婦で遺す公正証書遺言の作成サポート』 

★この事例のポイント 

●夫には、前妻との間に子供がいた 

●現在の夫婦には子供がいなかった 

●夫婦それぞれが公正証書遺言を作成 

前妻との間に子供（成人）がいらっしゃる M.N
様。 

お母様の終活のお手伝いをされている中で、ご

自身の遺言書作成の必要性を感じていらっしゃい

ました。 

＊web でバックナンバーをご覧いただけます。≫  鉾立 事務所  検索 
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当事務所の『無料個別相談』を利用され、お話を

詳しく伺うと、 

・子供の大学卒業までの学費等、養育費の支払いが

完了し、ある程度のサポートは出来たと考えている

ため、財産についてはすべて現在の妻に残したい 

・再婚後、自分たち夫婦には子供がいない 

とのことでした。 

 そこで当事務所では、 

・養育費の支払いは、親の扶養義務の履行であるた

め、遺留分相当額については遺言で子供に相続させ

るのがベター 
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財産承継の成功事例を知るニュースレター 

財産承継 
サポート通信 

— 円満な財産承継と、財産承継支援につながる情報をお届けします — 

※2024 年 7 月現在、都内を中心に 8 金融機関・61 店に紙媒体のニュースレターをお届けしています。 
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公正証書遺言の作成をサポートさせていただきま

した。 

 

＜お客様の声＞ 

■「熟年、特に共働きの方は早めに検討すること

をお勧めします」（東京都杉並区 M.N 様 55
歳） 

――当初、どのようなことでお困りだったのです

か？ 

母の終活の手伝いをしている中で、自分たちこ

そ考えるべきではないかと気づきました。 

行政書士 鉾立榮一朗事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。 

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続 遺言書作成 生前贈与 親族間売買 家族信託 
  成年後見 貸地･借地  家庭の資金繰りサポート 
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理 
■ 中小企業向け 経営アドバイザー ＆ 財産コンサルティング 

◎社内研修、顧客向け講演会・セミナー等の講師 
についてもお気軽にご相談ください。 

て頂きました。 

――実際に業務を依頼されてみていかがでした

か？ 

最初の訪問以外はすべてメールで丁寧にやり取

りさせて頂き、すべてがスムーズでした。 

確実な遺言書を作成するのであれば、（費用は）

決して高額ではないと思います。 

――どんな人が当事務所を活用すると良いと思い

ますか？ 

熟年、特に共働きの方は早めに検討することを

お勧めします。 

愛読している漫画『キングダム』、これまでは単行

本の最新巻を 3 か月ごとに楽しみにして読んでい

たのですが、最近、連載中のヤングジャンプ(アプ

リ)で読むようになりました。リアルタイムで物語

を楽しめるのと、一話をじっくりと読むようにな

って、満足感が上がったような気がしています。

そしていよいよ今月、映画『キングダム 大将軍の

帰還』が公開！早く映画館に観に行きたいです。 
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ただし、遺言書を正しく作成する自信が無く、

プロに依頼することにしました。 

――何がきっかけで、当事務所のことを知りまし

たか？ 

近所の方がいいと思い、まずは Google Map で
探しました。 

――何が決め手となって、業務を依頼しました

か？ 

ホームページで無料相談あることがわかり、利

用させて頂きました。 

そこで信頼がおけると感じましたので依頼させ 

・M.N 様だけでなく、第二順位（父母）、第三順

位（兄弟姉妹）の推定相続人がいる奥様について

も、今回ご一緒に遺言書を作成されたほうが良い

のでは 

とアドバイス。 

奥様からも、「自分のきょうだいには相続させ

たくないので」と作成のご依頼をいただいて、業

務をスタートしました。 

その後、当事務所にて、戸籍謄本、土地家屋名

寄帳、登記情報等の公的書類を代理取得し、夫婦

それぞれの遺言（案）を作成。 

 公証役場とやり取りを行い、夫婦それぞれの 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

つづき↓ 

＜編集後記＞ 

＊送付先の変更をご希望の場合は、お気軽に当事務所までご一報ください！ 

9:00～20:00 
土日祝休 

お気軽に 
ご連絡ください! 

宅地建物取引業免許 東京都知事（3）第 94647 号 

□財産の問題で困っている 

□経営の問題で困っている 

□お客様の問題解決の支援をしたい 

ネットからも本紙を 
見ることができます。 

詳しくはこちら ➡ 

または、「サポート通信オンライン」で検索 
https://hokodate-jimusyo.com/news.html 

 


